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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
五
号

山
梨
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十

二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
変
更
に
係
る
事
項

山
梨
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
森
林
地
域
の
変
更

二
　
変
更
内
容

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
山
梨
県
知
事
政
策
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
六
号

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
山

梨
県
知
事
印
、
山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者
印
及
び
山
梨
県
印
を
当
該
各
号
の
と
お
り
作
成
し
、
平
成
二

十
一
年
四
月
一
日
か
ら
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
山
梨
県
知
事
印
（
十
二
））（
総
合
県
税
事
務
所
用
）

印
影

二
　
山
梨
県
知
事
印
（
十
三
）（
中
央
児
童
相
談
所
用
）

印
影

三
　
山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者
印
（
十
）（
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
管
理
課
用
）

印
影

四
　
山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者
印
（
十
一
）（
総
合
県
税
事
務
所
用
）

印
影

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
の
二
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
四
号
の
二

火　曜　日



五
　
山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者
印
（
十
二
）（
中
央
児
童
相
談
所
用
）

印
影

六
　
山
梨
県
印
（
十
）（
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
管
理
課
用
）

印
影

七
　
山
梨
県
印
（
十
一
）（
総
合
県
税
事
務
所
用
）

印
影

八
　
山
梨
県
印
（
十
二
）（
中
央
児
童
相
談
所
用
）

印
影

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
七
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
　
　
　
称

住
　
　
　
　
　
所

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人
ぶ
ど
う

甲
州
市
勝
沼
町
小
佐
手

甲
州
市
塩
山
上
於
曽

平
成
二
十
一
年
二
月

の
里

六
百
三
十
三
番
地
一
　

九
百
三
十
三
番
地
六

二
十
五
日

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
副
知
事
　
知
事
補
佐
官
」
を
「
副
知
事
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
の
二
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二



別
表
第
二
中
「
知
事
政
策
局
次
長
」
を
「
知
事
政
策
局
次
長
　
知
事
補
佐
官
」
に
、「
県
民
室
次
長
」

を
「
県
民
生
活
・
男
女
参
画
課
長
　
産
業
立
地
室
次
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
三
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

さ
わ
や
か
・
や
ま
な
し
環
境
創
造
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

さ
わ
や
か
・
や
ま
な
し
環
境
創
造
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

さ
わ
や
か
・
や
ま
な
し
環
境
創
造
本
部
規
程
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
警
察
本
部
長
　
知
事
補
佐
官
」
を
「
警
察
本
部
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
知
事
政
策
局
次
長
」
を
「
知
事
政
策
局
次
長
　
知
事
補
佐
官
」
に
、「
県
民
室
次
長
」

を
「
県
民
生
活
・
男
女
参
画
課
長
」
に
、「
企
業
局
総
務
課
長
」
を
「
企
業
局
次
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
の
二
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

三



発
行
者
　
　
山
　
梨
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甲
府
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丸
の
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丁
目
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刷
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サ
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ニ
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甲
府
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丁
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番

山
梨
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二
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号
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二
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年
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三
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日

四


